


六麓荘町町内会入会申込書

六麓荘町町内会会長　殿

私儀この度六麓荘町内に居住することになりました。
つきましては、貴町内会に入会し町内会規約に従って、近隣の人々との親睦
をはかり、自然の美に囲まれた良好な環境保全に協力し、誓約書記載の項目
を遵守します。
ここに誓約書を添えて申し込みます。

一、尚、入会賛助金 金五十万円は、　　　月　　　日　三井住友銀行　灘
支店宛　振込みましたことを申し添えます。

令和　　年　　月　　日

（ 住　所 ）

（ 電　話 ）

（ 氏　名 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞



六麓荘町内会入会賛助金及び会費など 

誓約書に基づく入会賛助金及び会費は下記の通りとする。 

（入会賛助金） 

1．入会賛助金は50万円也とする。 

2．法人、個人を問わず当町内会に居住しようとし、町内会会員として認証を得たも 
　  のは全て上記の入会賛助金を納入しなければならない。 

3．入会賛助金は町内会加入時、即ち建築工事着手前に、また既に建築されている住 
　  宅に転入する場合は、転入後直ちに納付しなければならない。 

4．振込先銀行　 

　　三井住友銀行　灘支店（店番 302） 

　　（普）4378223　六麓荘町町内会　 
ロク ﾛ ｸ ｿ ｳ ﾁ ｮ ｳチョウナイカイ

（会費） 

1．会費は、入居後一ヶ月当たり１，０００円也とする。 

2．年度途中の入退会者についても月割り負担をするものとする。 

3．法人、個人を問わず当町内会に居住しようとし、町内会会員として認証を得たも 
　  のは上記会費を負担しなければならない。 
　（積立金：平成２６年度定期総会ならびに２７年度２月理事会で決議） 

1．平成２８年度より、建町百周年記念行事ならびに町内会館兼駐在所建物の大規模 
　  改修を目標にした積立金を設ける。 
　  その月額費は、入居後一か月当たり５００円也とする。






